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再開 １３：４７ 

 
（議長） 
会議を再開いたします。 

 追分観光課所管の予算並びに関連議案について、一括補足説明を求めます。 
 追分観光課長。 

 
「追分観光課長」（補足説明） 
 それでは、追分観光課所管の予算について、ご説明をさせていただきます。予算書につ

きましては９４ページから、９９ページの観光費、追分会館管理費、追分振興費、山車会

館管理費、予算資料につきましては１４ページ、№２２７から１５ページの№２４４が追

分観光課所管の事業となります。説明につきましては、予算資料に基づきましてご説明さ

せていただきます。 
 まずはじめに、№２２７、古くて新しいまち江差観光振興地域事業でございますが、ぷ

らっと江差を含めた北海道江差観光みらい機構への運営補助金及び観光ポータルサイト

の運用委託等に係る経費でありまして、マリンピング事業との収益により、前年対比で２

２８万６千円減額の３,１７６万３千円を計上させていただいております。なお、一般質

問答弁でも触れさせていただきましたが、新年度みらい機構におきまして、２棟目のマリ

ンピング設置に向け、日本財団へ助成金を申請しております。 
 次に、№２２８、日本遺産活性化推進事業につきましては、前年と大きな変更はござい

ません。 
 №２２９、日本で最も美しい村連合加盟対策につきましても、予算的には、大きな変更

はありませんが、道内の９町村で構成しております、日本で最も美しい村連合北海道連携

会議の総会を５月に当町で開催をいたします。 
 次に、№２３０、江差観光コンベンション協会補助ですが、会員の減少による自己財源

の減や、主催事業でありますかもめ島まつりの協賛金が厳しくなっている一方、かもめ島

まつりや鍋まつりは町民が楽しみにされているイベントでもありますことから、町として

も観光コンベンション協会の事業運営に向けた支援といたしまして、前年対比で２９８万

１千円増額計上させていただいております。 
 次に、№２３１、姥神大神宮祭典観光客等受入れにつきましては、前年度中止となり、

予算は全て減額補正させていただきましたが、今年度は開催に向け、予算計上させていた

だいておりまして、計上額につきましては、前年度当初予算と大きな変更はございません。 
 次に、№２３２、旧町営レストラン管理でございますが、行政報告させていただきまし

たように、２月１７日の審査委員会において、利活用事業者が決定いたしましたので、当

初予算で３７１万５千計上のうち、２３７万１千円が光熱水費となりますが、光熱水費等

は事業者負担となりますことから、今後の議会におきまして、減額補正をさせていただき

たいと思っております。それ以外の計上額につきましては、施設に係る保守点検や修繕費

等を要するもので、前年度と大きな変更はございません。なお、事業募集時の議会全員協
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議会でもご説明をさせていただきましたが、施設の貸付料につきましては、３年間無償で

の募集とさせていただいておりましたので、このあと、議案第２８号におきまして、財産

の減額貸付につきまして、議決をお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。 
 次に、№２３３、道の駅の管理につきましては、事業内容と大きな変更はございません。 
 次に、№２３４、繁次郎番屋管理でございますが、こちらも計上的事業は、前年度と大

きな変更はございませんが、定例会資料の２１ページ、資料２０をお開き願います。塩害

や風害により繁次郎番屋３棟の外壁及び破風板の剥離や劣化による塗装工事として、１２

６万５千円を計上させていただいております。 
 次に、№２３５、観光誘客宣伝対策、№２３６、観光振興事務につきましては、大きな

変更はございません。 
 次に、№２３７、旧町営レストラン外壁改修工事です。定例会資料２０ページ資料１９

をお開き願います。外壁が経年劣化等により剥離している状況のため、施設の維持保全に

伴う改修工事として、１１３万３千円を計上させていただいております。 
 次に、№２３７、かもめ島まつり開催補助ですが、今年、かもめ島まつり開催７０年を

迎えることから、記念事業といたしまして花火大会など開催するため、１５０万円を計上

させていただいております。 
 次に、№２３９、追分会館管理につきましては、前年度と大きな変更はございません。 
 次に、№２４０、追分会館設備改修ですが定例会資料２２ページ、資料２１をお開き願

います。経年劣化による外壁の補修と腐食による機械室扉の交換を行うもので、２５９万

４千円計上をさせていただいております。 
 次に、№２４１、江差追分会補助につきましては、会員の減少等による自己財源の減や、

全国大会をはじめとします、各種事業の物価上昇による各種経費の増などにより、前年対

比で１３２万５千円増額計上しております。 
 次に、№２４２、江差町民芸団体連絡協議会補助、№２４３、追分振興事務、№２４４、

山会館管理費については、大きな変更はございません。 
 以上予算、説明とさせていただきます。 
 続きまして、定例会議案書その２、９ページをお開き願います。議案第２８号、財産の

減額貸付についてでございます。行政報告並びに先程の予算の際にも、説明をさせていた

だきましたが、旧江差町営レストランの利活用につきまして、公募型プロポーザルにより

審査した結果、貸付事業者が決定したことから、貸付に当たり地方自治法第９６条第１項

第６号に規定により、財産を減額して貸し付けることについて、議会の議決を求めるもの

でございます。貸付ける財産相手方、目的条件などは、議案に記載のとおりでございます。

減額貸付の適用期間につきましては、令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３

年間とし、減額貸付の金額は無償とするものであります。 
以上、追分観光課所管の説明を終わらせていただきます。 
ご審議の上、議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 
（議長） 
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以上で補足説明が終わりましたので、質疑を許します。 
 質疑希望ありませんか。 
 小野寺議員。 

 
「小野寺議員」 
 課長、２点、ちょっとお聞きしたいと思います。いよいよ、本格的な観光シーズンにな

ってくるのかなと、江差町としても、ぜひ、三大祭りに限らず、日常的に観光客が江差に

入って来ると、本当にコロナがもう終わったと言ったらまだ、言い過ぎかも知れませんが、

本当に日常的な生活、そして、観光客の受け入れということを大いに期待できる新年度に

なるのかなとそういう点では、追分観光課としての仕事が本当に大事な面が出てくると思

います。 
 ２点、さっき言いました２点のまず１点目が、その三大祭りの１つ、姥神大神宮渡御祭、

このことについて、ちょっとお聞きしたいと思います。 
 町長の執行方針の中にあります。主催者の考え方を基本としつつ、地域文化の保存、継

承と町に活気があふれるイベントとなるよう可能な支援、こんなふうにあります。担当課

としてちょっとお聞きしたいんですが、この町長の執行方針に基づいて、進める部分では

既に、もう、一定程度、関係者、団体などの話合い、もしくは、一定のこの流れのイメー

ジと言いますか、つかんだ上でのそれが総まとめとしての町長の執行方針として表れたの

かなと思いますので、まず、その点ちょっと確認したいなと思います。 
 それから、２点目なんですが、個々にいろんなイベント、いろんなお祭りなどなどどう

するのかっていうのも、取り上げれば本当にたくさんあるのかも知れませんけれども、そ

れはちょっとおいといて、相対的に私はやっぱり町民はともかく観光客、外から来る観光

客にとって、どうやって江差、今年はこんだけやれるよと、頑張るよということについて

発信し、その発信したものが見てくれるか、ということに大きな私要素があるなと思って

いるんです。まちづくり課の方で江差町のホームページの話もちょっとしました。ですか

ら、それと関連するかも知れませんが、ここの追分観光に限って、今日ぎりぎり、ぎりぎ

りの時点で朝来る時にインターネット開いて、これは江差町のホームページの中の観光の

関係なはずですね、これね。北海道江差町の観光情報ポータルサイトというのを江差町の

ホームページの中にきちっと位置付けてやってるし、わざわざ江差町にから入らなくても、

例えば江差観光だとか、一定の部分出ればですね、もうここに入りますね。だから、その

点では、もう、一般的に検索も上位の方に入っている、もしくは、そういう仕掛けやって

るんでしょうか。これ見ましたら、本当に良くできたホームページだなと思ってるんです。

何点か中見ましたけれども、結構新しいのもありますが、ちょっと、情報的にあれ、古い

のかなというものありますけれども、質問としてお聞きします。そもそもこれは、どこが

つくっているのか。更新しているのか。その点についてちょっと確認したいんです。まず、

その上でちょっと再質問ということも考えたいなと、以上、２点です。 

 
（議長） 
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 追分観光課長。 

 
「追分観光課長」 
ばす、小野寺議員から２点、姥神大神宮渡御祭の関係と観光ポータルサイトの関係でご

質問いただきました。 
まず、姥神大神宮渡御祭のイメージというかですね、話し合いとかっていう部分の経過

だと思いますが、議員ご案内のように、コロナ禍により、まず、３年間渡御祭が中止とな

ったといった部分で今年につきましては、今後、祭典協賛実行委員会において、開催に向

けた協議がされていくこととなりますが、コロナにつきましては、５月８日に類型が変更

予定でございますので、今年は、４年振りに開催できるのではないかというふうには、ま

ず、思っております。 
一方、類型が変更されても、まだ、コロナが完全に終息とした訳ではございませんので、

その中で、昨年、実行委員会の中でですね、開催するとした場合に例えば、仮設トイレの

増設などの意見などもいただいておりました。今年度、まだ会議は開いてはおりませんが、

今後の会議におきましては、あくまでも、やはり、開催に向けて様々な意見が実行委員会

の方からも、多分、出てくるんだろうなというふうに思っとります。そういった中で、町

としても４年振りの開催に向けまして、可能な支援をしながらですね、まずは、姥神大神

宮渡御祭の保存継承と、あと町の活性化に向け対応していきたいというふうに考えており

ます。 
次に、ポータルサイトの関係でございますが、こちらは、平成３０年度にＤＭＯの推進

に向けて、まず作成しました。町の方で作成しました。その後、更新業務につきましては、

北海道江差観光みらい機構の方に委託をさしていただいております。ポータルサイトの立

ち上げ後、みらい機構におきましては、更新作業の主担当という形をおきまして、タイム

リーな情報発信を努めてまいりましたが、主担当が昨年４月で退職となりまして、その後、

既存職員で連携しながら更新作業は進めていたんですが、議員ご指摘のとおり、更新作業

が滞っている部分、見受けられるのも事実でございます。 
いずれにいたしましても、小野寺議員から入りやすいとか、見やすいという部分もです

ね、お言葉もいただきました。まさしく、観光振興進めていく上では、ホームページによ

るタイムリーな情報発信、また、見やすいといった部分が当然求められてきますので、ま

ずは、そのタイムリーな更新や内容を充実に繋がるよう町もですね、委託はしていますが、

連携しながら取り進めていきたいといふうに思っとります。 
以上です。 

 
「小野寺議員」 
 はい。議長。 

 
（議長） 
 はい。小野寺議員。 
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「小野寺議員」 
 ありがとうございます。２つ、ちょっと再質問。 
 まず、姥大神宮の渡御祭、昨年の本当に私、経過、いろいろわかる部分については、い

ろいろちょっと、情報も教えてもらって、本当に残念でした。経過というか、流れという

か、本当に残念でしたね。これ江差町として、どこまでというのがあるんでしょうけれど

も、とにかく早い段階で先程いろいろ話ありました。きっとまだまだあるんでしょうかね。

早い段階で、とにかく進めていくと、いろいろあったとしても、日程にどん詰まりになら

ないようにですね、早い段階から手を打っていくと、いうことがきっとこのコロナ禍、３

年廻って、また、やりますよっていうことについては、きっと、いろいろあるのかなと思

いますので、ぜひ、早い段階でやって欲しいと。答弁なくても、よろしいです。が１つ。 
 それから、２つ目。ホームページ、ごめんなさい。ポータルサイト、今、ちょっとごめ

んなさい。既存の職員が結果的にやっているという話、しましたか。残っている職員。ま

だ、ＤＭＯの方にやってもらっているんですか。誰、現時点で、１人職員がなんか、いな

くなったので、うんぬんかんぬんという話ありましたね。今だから、どこが担っているの

かというのと、その追いついていないということも含めて、事実上、江差町の顔ですよね、

これね。顔ですよ、このホームページ。ですから、本当にそこにきちっと、どこになるに

せよ、きちっとした配置、選任的な配置をしてこのホームページはしっかり、江差町の発

信ですと。もう新しい発信ですと、この前は私お客さん来まして、町の中で、よし、どこ

どこに行って食べようと思ったら、行ったら、休んでたんですよ。私、事前に調べてたら、

別に休みじゃなかったんですよね。だけど、休んでたんですよね。だから、そのネットで

調べたのがなんか古かったのか、それとも急に休んだかわかりませんけれども、いずれに

しても、１００％難しいかも知れませんが、本当にタイムリーなネットに情報を載せると

いう体制は、やはり、仕事の合間にあるなんてね、とてもできないと思うんですよね。な

ので、そこについて、もしコメントあれば、いただければなと思います。 
 以上です。 

 
（議長） 
 はい。追分観光課長。 

 
「追分観光課長」 
 まず、祭りの方は、極力早い段階で会議が開ける様に実行員会とも調整していきたいな

というふうに思っております。 
 それと先程、ご答弁させていただいた部分で、主担当として退職した分を既存職員とい

うのは、みらい機構に職員がその分をですね、連携しながら更新作業を今もしていると、

いうことでございます。ただ、今、小野寺議員からご質問、再質問ありましたようにやは

り今の時代は、紙というよりはそういうネットを見ながらですね、観光客の方もですね、

情報を検索しながら訪れるということは、間違いありませんので、ちょっと、今、そうい
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う部分では、ご迷惑をお掛けした部分があるかも知れませんが、しっかりとそこは、タイ

ムリーな情報発信を務めていくようにですね、我々町としてもみらい機構とかサポートし

ながらですね、進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただければと

いうふうに思います。 

 
（議長） 
 はい。他に質疑希望ありませんので、追分観光課所管予算並びに関連議案についての、

質疑を終わります。 
説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 
休憩 １４：０４ 

 


